
警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成19年３月30日

鳥取県人事委員会委員長 佐 蔵 絢 子

鳥取県人事委員会規則第９号

警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（昭和29年鳥取県人事委員会規則第16号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正後の欄

中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号

とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号を削る。

改 正 後 改 正 前

（手当支給の特例） （手当支給の特例）

第７条 次に掲げる特殊勤務手当の支給される作業に 第７条 次に掲げる特殊勤務手当の支給される作業に

従事した時間が１日について４時間に満たない場合 従事した時間が１日について４時間に満たない場合

におけるその日の当該特殊勤務手当の額は、それぞ におけるその日の当該特殊勤務手当の額は、それぞ

れ条例に規定する額に100分の60を乗じて得られる れ条例に規定する額に100分の60を乗じて得られる

額とする。 額とする。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 運転免許技能試験手当

(４) 略 (５) 略

(５) 略 (６) 略

(６) 略 (７) 略

(７) 略 (８) 略

(８) 略 (９) 略

２ 略 ２ 略

附 則

この規則は、平成19年４月１日から適用する。


